
国 土 交 通 省

定期借家制度
（定期建物賃貸借制度）
をご存じですか・・・？



　従来の借家契約（普通借家契約）では、建物を賃貸す

ると、賃貸人は「正当事由」がなければ解約や賃借人か

らの契約の更新を拒むことができません。このため、普

通借家契約には、契約期間の不確実性に加えて、家賃改

定の硬直性、立退き料など収益見通しの不確実性が存

在し、その結果、賃貸住宅市場では、回転の早い狭小な

賃貸住宅の供給に偏り、空家などストックの有効利用

が阻害されるなどの指摘がありました。

　こうした中、借地借家法を改正して定期借家制度（定

期建物賃貸借制度）を導入することなどを内容とする、

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」

が平成11年12月9日に成立、同月15日に公布され、

定期借家制度が平成12年3月1日に施行されました。

　定期借家制度では、契約で定めた期間が満了するこ

とにより、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が

終了するため、契約期間・収益見通しが明確になり、経

済合理性に則った賃貸住宅経営が可能となります。定

期借家制度が普及することにより、持家の賃貸化も含

めてファミリー向けなど多様な賃貸住宅の供給が促進

され、ライフステージ・ライフスタイルに応じた多様な

選択肢が提供されるなどの効果が期待されています。

契 約 方 法

定 期 借 家 契 約 普 通 借 家 契 約

❶公正証書等の書面による契約に限る
❷賃貸人は「更新がなく、期間の満了によ
り終了する」ことを契約書等とは別に、
予め書面を交付して説明しなければな
らない

書面による契約でも、口頭による契約のいず
れでも可
（口頭の合意だけでも契約は成立しますが、
紛争を防止する観点から、契約書を作成し、
契約条件を明確にしておくことが望ましい）

更 新 の 有 無
期間満了により終了し、更新がない
（ただし、再契約は可能）

正当事由がない限り更新

期間を1年未満とする
建物の賃貸借の効力 1年未満の契約も有効 期間の定めのない賃貸借とみなされる

借賃の増減に関する
特 約 の 効 力

借賃の増減は特約の定めに従う 特約にかかわらず、当事者は、借賃の額の
増減を請求できる

貸 借 人 の
中 途 解 約 の 可 否

❶床面積200㎡未満の居住用の建物につ
いては、借家人が、転勤、療養、親族の介
護等のやむを得ない事情により、建物を
生活の本拠として使用することが困難
となった場合には、借家人の方から中途
解約の申入れをすることが可能（申入れ
の日後１か月の経過により賃貸借契約
が終了）。
❷❶以外の場合は中途解約に関する特約
があればその定めに従う

中途解約に関する特約があれば、その定め
に従う

●建物の賃貸人及び賃借人（転借人を含む。）が建物の使用を必要とする事情
●建物の賃貸借に関する従前の経過
●建物の利用状況及び建物の現況
●建物の賃貸人が建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした
場合におけるその申出
を考慮して判断されます。 

「正当事由」の
判断は・・・

定 期 借 家 制 度

定期借家契約と従来からの借家契約（普通借家契約）との比較



期間満了
1年前

期間満了
6ヶ月前

契

約

期

間

定期借家契約の期間が1年以上の
場合、賃貸人は賃借人に、期間満了
の1年前から6か月前までの間に、
「期間の満了により賃貸借契約が
終了する」旨を通知する必要があ
ります。

期間満了

ポイント

居住用建物については、法律が施行された平成
12年3月1日より前に締結した既存の賃貸借契
約を合意により終了させ、当事者間で引き続き
同じ住宅を賃貸借する場合、定期借家契約に切
り替えることはできません。

床面積が200㎡未満の居住用の建物について
は、賃借人が、転勤、療養、親族の介護等のやむ
を得ない事情により、建物を生活の本拠として
使用することが困難となった場合には、賃借人
の方から中途解約の申入れをすることが可能
であり、申入れの日から1か月後に賃貸借契約
が終了します。

契約締結に当たり、賃貸人は
賃借人に対し、「この賃貸借は
更新がなく、期間の満了によ
り終了する」旨を（契約書とは
別に）書面を交付して説明す
る必要があります。

必ず書面により契約
書を作成する必要が
あります。

契約締結に当たり、宅地建物取引
業者が仲介する場合は、別途、宅
地建物取引業者は宅地建物取引
業法の規定に基づき、重要事項と
して説明する義務があります。

原状回復
退　去

再契約
手続きへ

契約成立
入　居

定 期 借 家 契 約 の 流 れ

ポイント

契約で定めた期間の満了により、更新され
ることなく賃貸借契約が終了します。
なお、賃貸人・貸借人双方が合意すれば再
契約することも可能です。



建て替えを計画している
賃貸住宅の空室に、
定期借家契約を活用

大規模修繕をスムーズに
進める一つの手法として、
定期借家契約を活用

　賃貸マンションやアパートは、賃借人

が入居することで、はじめて賃貸用とし

ての活用が図られることになりますの

で、通常、賃貸人は特別な事情がない限り

賃借人に退去してもらいたいとは思って

いません。

　しかし、賃借人の家賃滞納など契約に

合致しない行為があった場合や、老朽化

した建物の建て替えや大規模修繕など建

物としての効用を回復するうえで必要な

計画を実現しようとする場合には、賃借

人に契約の解除、明け渡しを求めようと

いうことになる訳です。

　このような場合に、従来型の普通借家

契約では、期間の定めの有無にかかわら

ず、正当事由がなければ解約が認められ

ないため、明け渡しがスムーズに進むと

は限りません。

　ここでは、個々のケースに応じた契約

の参考としていただくよう、契約期間が

満了することにより確定的に契約が終了

することを特徴とする定期借家契約に関

し、いくつかの事例を紹介します。

　建て替えを予定している賃貸人は、普通借家契約を結
ぶと正当事由がなければ解約が認められず明け渡しが進
まないことを懸念して、空室が生じても入居者の募集を
控える場合があります。
　建て替え時期を契約の終期とする定期借家契約を利用
し、建て替え時期までの短期間でも入居者を募集するこ
とで、空室の有効活用が可能になります。

　賃貸住宅を長期にわたって安定的に運営するために
は、日常の維持管理とともに、市場のニーズにあわせた改
装や一定期間経過時の大規模な修繕も必要となります。
　大きな改装工事・修繕工事の場合、できるだけ入居者の
入れ替え時期にあわせて、短期間に集中的に工事を進め
ることが効率的ですが、このようなことも定期借家契約
を利用することで可能となります。

定期借家契約を

活用した

効果的な事例

定期借家契約を活用し、
建て替え時期に合わせて契約期間の
満了時期を設定することにより、

スムーズな明け渡しが
可能になると思います。

建物は経年により劣化し、
水道管やガス管の腐食、
漏電など設備・構造上の
不具合が生じたりします。

また、老朽化した住宅が密集する
　　地域において、万一、火災や
　地震が発生した場合には甚大な
            被害につながることが
                心配されます。

やはり適正に建物を
維持管理していくうえで、
予め建て替えを含めた計画を
検討することも必要ですね。

しかし、建て替え計画が
決まったとしても、計画に合わせて
部屋の明け渡しが進まないと
困りますね。

建物は経年により劣化していくし、
時代の流れの中で要求される機能や

性能も変化するので、計画的な維持修繕を
実施していくことが必要ですよね。

しかし、賃借人が入居している状態での
修繕工事は、規模が大きくなるに従って
手順が複雑化し経費もかさみます。
また、万一の事故により入居者に被害が

生じることが最も心配です。

やはり、入居者の
入れ替えに合わせて、
短期間に集中的に工事を
進めることが望ましいと
いうことですね。

改装計画や修繕計画を
作成しても、計画に合わせて入居者の
入れ替えが進まないと困りますが・・・。

維持修繕計画や資金計画などを
踏まえ具体的な工事の実施に合わせて、

契約期間の満了時期を
設定する定期借家契約を

活用するのも一つの方法でしょう。

宅 建
業者

宅建
業者

宅 建
業者

宅 建
業者

賃貸人

賃貸人

建 設
業者

宅 建
業者

居住（普通借家契約） 居住（定期借家契約）

従前居住者Ａ 空室、入居者募集 入居者D

従前居住者B 空室、入居者募集 入居者E

従前居住者C 空室、入居者募集 入居者F

退去 入居 退去

建
て
替
え
工
事

建て替え計画作成 建て替え予定時期

従前居住者 入居者



転勤時の留守宅を
賃貸する場合に、
定期借家契約を活用

　転勤することとなった場合、居住していた持ち家をど
うするかは大きな問題となります。一生に一度の買い物
と言われる、せっかく手に入れた持ち家を簡単には手放
せません。しかし、空室のままでは手入れがなされず建物
の傷みが進んでしまいます。住宅ローンの返済中であれ
ばローンの返済と転勤先での住居費との二重の負担にな
ってしまいます。
　そこで、このような場合に定期借家契約を活用して持
ち家を賃貸する、というのが一つの方法となります。
　普通借家契約の場合、賃貸人の転勤が終わり賃貸借契
約を解除したいと思っても、賃借人の同意がなければ解
除することができず、持ち家に戻ることができません。一
方、定期借家契約の場合、契約で定めた期間が満了すれば
賃貸借関係が終了するため、確実に持ち家に戻ることが
できます。定期借家契約の期間は、持ち家に戻る時期に合
わせて設定することが可能ですし、契約期間中は一定の
賃料収入を得ることができますので、賃料を住宅ローン
の返済に充てることも可能となります。

　子供が独立した後、高齢者のみの世帯になると、面積の
広い一戸建の管理が負担になってくる場合があります。
このような場合、広い一戸建は賃貸し、その賃料収入を
活用して高齢期の生活や世帯人数にあったマンション等
を賃借して住み替えることは、高齢期の居住の快適性を
向上させる一つの方法となります。
　郊外の一戸建から中心市街地にあるアパートや都心の
マンションなどに転居する場合、一戸建を定期借家契約
を活用して賃貸しておけば、契約期間の満了後に住み慣
れた土地に戻ってくることも可能です。

定期借家契約を結ぶ際に、なぜ事前の説明
を行わなければならないのですか。

　事前の説明義務は、賃借人が定期借家契
約であることを十分に理解してもらうため
に課されたものであり、書面を交付して説
明しなければなりません。書面に記載する
内容は、契約の更新がないこと、期間の満了
により賃貸借関係が確定的に終了するこ
と、契約の終了年月日などが挙げられます。
記載事項（例）については、「定期賃貸住宅契
約についての説明」（※）をご覧下さい。

定期借家契約が終了する旨の通知を、な
ぜ必要とするのですか。

　期間の満了により契約が終了する旨の通
知が賃貸人に義務付けられたのは、賃借人
に期間満了について注意を喚起し、再契約
や代替する建物を探すための準備期間を確
保するためです。契約期間が1年以上の場
合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間
に行わなければなりません。記載事項（例）
については、「定期賃貸住宅契約終了につい
ての通知」（※）をご覧下さい。

定期借家制度施行（平成12年3月1日）前に
結ばれた普通借家契約を、同日以後におい
て合意のうえ解除して引き続き同じ賃貸
住宅について定期借家契約を結ぶことは
できないのですか。

　賃借人が定期借家制度について十分理解
せずに定期借家契約に切り替え、結果とし
て思わぬ不利益を受けることの無いよう、
現在のところ居住用の建物については、賃
貸人・賃借人双方が合意しても定期借家契
約への切り替えは認められていません。
　ただし、居住用以外の事業用建物につい
ては、事業者が契約内容を適切に判断する
ことが期待されることから、従来の借家契
約を合意のうえ解除し、新たに定期借家契
約を結ぶことは認められています。

質問よく
ある

転勤が終了する時期が
明確でない場合は、
契約期間をどのように

設定すればよいでしょうか。

そのときの状況に応じて
話し合いで決めれば
いい訳ですね。

再契約の際に
注意する点としては、
定められた手続きを
改めて行うことです。

　　　　　　　更新がなく、
　　　　期間が満了することにより
終了する定期借家契約であることを書面を
　交付して事前に説明、契約書を書面により
　　作成するなど、改めて所定の手続きに
　　　　　　従って契約します。

家族の人数が多い人にとって、
面積の広い一戸建は
魅力的ですよね。

ガーデニングを楽しみたいとか、
ピアノを自由に弾きたいなどの要望を
持つ方も、一戸建の賃貸住宅に
注目しているようですね。

子供が独立して親元を
離れた後、高齢者のみの世帯になると、
面積の広い一戸建の管理が負担に
なってくる場合があるようですから、
管理が負担になるようであれば

持ち家を賃貸し、住み替えを検討しても
よいかもしれませんね。

しかし、持ち家を賃貸すると、
万一相続が発生した場合、相続人が住宅を
売却して資産を分配することが困難に

なるのではないでしょうか。

定期借家契約を利用することで、
契約期間が満了した時点で、賃貸を続けるか、
売却するか、相続人が自ら居住するかなど
選択肢が広がり、その時の状況に応じて

　柔軟に決めることが可能となるでしょう。

高齢者世帯の
一戸建からの住み替えに、
定期借家契約を活用

宅建
業者

宅建
業者

宅 建
業者

宅 建
業者

賃貸人

再契約する場合の
契約期間は、最初の
契約期間と

異なっても構いません。

（※）裏表紙に記載の国土交通省のホームページ
　　アドレスにアクセスし、手順に従ってご覧下さい。

　　　　定期借家契約は、
　　期間の満了により確定的に
契約が終了し、更新されません。
しかし、賃貸人と賃借人双方が
合意すれば再契約を
　　することが可能です。

　　　　そこで、契約期間は
　　短めに設定し、期間が満了した
　　　時点で、再契約するか否か、
再契約の期間を変更するか否かなど、
　　　改めて話し合うことに
　　　すればいいと思います。

賃貸人 転勤発令・転居

転勤留守宅の賃貸借
賃料収入

住宅ローン返済

転勤終了

賃借人の退去

M-HOBJSK
四角形



定期借家契約において、賃貸人・賃借人間の紛争を未然に防止し、

健全で合理的な賃貸借関係を確立することにより、

賃借人の居住の安定と賃貸住宅の経営の安定を図るため、

明確かつ合理的な契約書のひな形として

「定期賃貸住宅標準契約書」を作成し、公表しています。

定期賃貸住宅標準契約書について

●契約書に契約が「期間の満了により終了し、更新しな
い」旨を明記し、定期借家契約であることを規定。

●再契約できることとし、再契約した場合の契約関係
を整理（原状回復債務の内容、敷金の清算等）。

●賃料改定について、公租公課の増減等に応じた協議
による改定を規定。
　〔あわせて「借賃の改定に係る特約」（契約期間中は賃
料改定しない方式、一定の算定式により改定する方
式）も選択できるよう規定〕

●賃借人からの中途解約権（賃借人の1月前の解約の申
入れにより解約できる）を規定。

●礼金等の一時金（敷金を除く）は標準契約書上規定し
ていない。

●その他、連帯保証人の債務の範囲の明確化等を規定。

標準契約書のポイント

定期賃貸住宅標準契約書の全文その他の情報は、
国土交通省のホームページをご覧下さい。

国 土 交 通 省
住宅局住宅総合整備課
〒100-8918 
東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL.03-5253-8111（代）

ホーム 政策・仕事 住宅・建築 住宅行政 民間住宅関係 定期借家制度について

国土交通省

ホームページアドレス
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